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 安全・安心な畜産物の生産には、生産物

に薬物が残留しないように、飼料添加物や

動物用医薬品（動薬）等を適正に使用しな

ければならない。そのため、「飼料の安全性

の確保及び品質の改善に関する法律」「医薬

品・医療機器等の品質、有効性及び安全性

の確保等に関する法律」により、抗菌性物

質や抗生物質等を適正に使用するよう定め

られている。 
 本県では、残留防止の取り組みの一環と

して養鶏農場を対象とし、動薬残留検査を

実施している。平成 25 年度までは、畜産物

中（鶏卵・鶏肉・肝臓）の検査であったが、

平成 26 年度からは、未然に効率的に残留を

防止するため、出荷前の給与飼料中の検査

を実施している。 
 今回、当所管内ブロイラー農場において、

飼料中の残留を確認したのでその概要を報

告する。 
【ブロイラー農場の飼料給与について】 

ブロイラー農場では日齢に応じ、成分の

異なる飼料を給餌し、前期・後期飼料の中

には、動薬が添加されている（表１）。 
 
 
 
 
 

 
表 1 ブロイラー農場の飼料給与体制 

 管内ブロイラー農場は、インテグレーシ

ョン（インテ）に属しているところが多く、

インテ毎に供給する飼料が異なる（表２）。 

 
表２ 管内インテグレーション給与状況 
【方法１】 
 残留検査の対象は、Ａ社及びＢ社の抗コ

クシジウム剤添加飼料（有薬飼料）を給餌

している農場で実施した。平成 26 年度はＡ

社 8 農場 20 検体、平成 27 年度はＡ社 5 農

場 9 検体、Ｂ社３農場 14 検体を用いた。試

料は、有薬飼料から無薬飼料に切換え数日

後に鶏舎内ホッパーまたは飼料トレイより

給与中飼料を採材した。測定方法は、ラサ

ロシドナトリウムとサリノマイシンナトリ

ウムについて、ポリエーテル系抗生物質の

バイオオートグラフによる微量定量試験法

（飼料分析基準に基づく）に準じ測定した。 
【結果１】 
 平成 26 年度はＡ社 2 農場 3 検体、平成

27 年度は 1農場 1ロット 3 検体でサリノマ

イシンナトリウムの残留を確認した（図１）。 
 
  
 
 
 
 
図１ 残留結果 



 平成 26 年度、Ａ社の農場では 31～33 日

齢で切換えし、切換え 6～8 日後に採材検査

し、41～42 日齢で残留を確認した（表３）。 

 
表 3 平成 26 年度Ａ社残留事例 
 平成 27 年度、Ｂ社の農場 1 ロットにおい

て、残留を確認した。このロットは、26 日

齢で切換え、33 日齢で採材、35 日齢で残留

確認した。直ちに、確実な切換指示すると

ともに、再度採材検査を行なったが、残留

が認められ、40日齢で 3回目の立入を行い、

残留がないことを確認した（表４）。 

 

表４ 平成 27 年度Ｂ社残留事例 
【聞き取り調査】 
 ①残留農場に対して、今回の残留の原因

として考えられること。②有薬飼料を給餌

しているインテに対し、無薬飼料給与期間

と管理農場の飼料タンクの管理状況等につ

いて聞き取り調査を行った。 
【聞き取り調査結果】 

①－Ａ－1 農場：飼料運搬業者が配送を

間違え、無薬飼料を給与するはずの飼料タ

ンクに有薬飼料を供給していたということ。

さらに業者および農場管理者の発注・納品

の確認不足により、有薬飼料を給餌してい

たことが判明した。 
①－Ａ－２農場、Ｂ社：給餌機器の整備

不良等のためタンク内飼料に片減りが発生

し、有薬飼料と無薬飼料の長期間にわたる

混在給餌が原因であった。 
タンク内では、様々な要因により、片減

りやブリッジ現象、ラットホールといった

トラブル（図２）が起こりえるので、給餌

機器の点検整備は適切に行うことが重要で

ある。 
 

 
 
 
 
 
 
図２ タンク内のトラブル 
 ②各社無薬飼料を給与する期間は 10 日

以上あり問題はなく、1 つのタンクで飼料

給餌しているところは、半数以上あった（表

５）。 
 
 
 
表５ 飼料給与の実態調査 
【注意喚起】 
 各社に対し、飼料タンクや給餌機器の整

備不良によるタンク内によくあるトラブル、

飼料の切換のタイミングに注意、発注・納

品の確認を行うことを、重点的に指導した。 
【考察とまとめ】  
 今回の調査結果から、様々な要因が組み



合わさり、動薬が残留することが判明した。

特に、１つのタンクで給餌している鶏舎で

は、飼料の発注やタンク内への供給のタイ

ミングの重要性、また、給餌機器の整備不

良による片減りの発生が大きく関与してお

り、飼料運搬会社もタンク内の異常を発見

した場合は、農場に伝え、情報を共有し、

対策を講じることが必要であると考えられ

る。また、2 つのタンクで給餌していると

ころでは、飼料運搬会社の配送ミスがあり、

農場管理者やインテの発注・納品書の確認

不足及び、チェック体制が確立されていな

かったことによるものであった。確実な切

換をするためには、農場管理の基本である、

給餌機器の定期点検・整備を行うとともに、

さらにタンク内を空にしてから、無薬飼料

を供給することを徹底し、今後も安全・安

心な畜産物の生産に向けて、指導していく

必要がある。 


